
平成29年4月19日

各自治会長　　　　　様

危　機　管　理　課　長

題　名

家具転倒防止事業について

内　容

市では、大規模地震が発生した場合に、家具等の転倒による圧死や負傷の被害を未

然に防ぐため、高齢者のみでお住まいの世帯などを対象に、き巴異星雲型撃嬰
及び取り付け作業を豊科で実施しております。

つきましては、

承知おきください

した市民への周知を予定しておりますので、ご

記

1　対象世帯（1）高齢者世帯
・満65歳以上の者のみで構成された世帯

2　対象家具

3　募集定員

または
・満65歳以上及び満18歳未満の者のみで構成された世帯

（2）障害等のある者を含む世帯

（障害者手帳等をもつ者や要介護・要支援の者など）

（3）母子家庭世帯
・母親及び満18歳未満の子のみで構成された世帯

または
・母親及び満18歳未満の子及び満65歳以上の者のみで

構成された世帯

タンス、本棚、食器棚、冷蔵庫等4品まで

145世帯

問い合わせ

危機管理課　防災地震係　担当：井口・山口
TE L O55－934－4803


